
（参 考）

１ 「愛媛県企業の森づくりＣＯ２ 吸収認証制度」の概要

項 目 内 容

制 度 名 愛媛県企業の森づくりＣＯ２吸収認証制度

対 象 者 企業の森林づくり活動協定の締結企業等

対象施業 植栽、下刈、除伐・間伐

認証期間 単年 （施業実施後）

認証時期 年１回（翌年度、承認申請６月１日～３０日を受けて）

認 証 者 知事

２ 「企業の森づくり」と「愛媛県企業の森づくりＣＯ２ 吸収認証」制度の流れ

「企業の森づくり」 企業等 愛媛県 森林所有者

企業の森づくり協定締結 協定締結

事業計画の策定 事業計画策定

森林整備事業･ボランティアの実施 ボランティア活動 指導 森林整備事業

実績報告 実績報告

※翌年度５月末までに

「愛媛県企業の森づくり 企業等 愛媛県
ＣＯ２ 吸収認証」

ＣＯ２吸収認証申請 認証申請 ※認証を希望する企業等は、翌年度６月末まで

ＣＯ２吸収認証審査 審査 ※必要に応じて現地確認

ＣＯ２ 吸収量の算定 算定

ＣＯ２吸収認証の交付 証書の交付

公表


